
中部地区統一の一斉休工の実施について（まんなかホリデー） 中部ブロック発注者協議会

○週休２日については、令和６年度より建設業においても改正労働基準法の時間外労働規制が実
施されることから、従前より取り組みを実施
○令和４年度から、現場における更なる週休２日の意識向上を図ることを目的として、発注者
協議会参加機関における公共工事を対象とした「まんなかホリデー」を実施

◆実施日 ： 毎週土曜日

◆実施期間 ： 令和５年１０月～※

【実施に関する事項】
○対象工事
原則全ての工事（災害対応・復旧工事等緊急性が高い工事及び工程上
やむを得ない工事は除く）
○対象期間
工事着手日から工事完成日までの期間
○休工
対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や
現場事務所が閉所されていること（巡回パトロールや保守点検等現場管理
上必要な作業を行う場合を除く）
○その他
受注者に対し、別途作成するチラシを現場に掲示するよう依頼
静岡県内は「ふじ丸デー」の取り組みと合わせての実施
三重県内は現状の取り組みを実施 チラシ

https://www.cbr.mlit.go.jp/hinkaku/enquete.htm

※令和４年７月より取組を開始し、一斉休工日を段階的に増やしている（次頁参照）

yoshida-n85ac
テキストボックス
案




中部地区統一の一斉休工の実施について（まんなかホリデー） 中部ブロック発注者協議会

◆令和６年４月から、改正労働基準法による時間外労働規制が建設業にも適用されます。
それに向け、一斉休工日を段階的に増やしていきます。

Ｒ４．上半期 Ｒ４．下半期 Ｒ５．上半期 Ｒ５．下半期 Ｒ６．上半期 Ｒ６．下半期

準備・周知期間

一斉休工実施
（１回／月）

一斉休工実施
（２回／月）

一斉休工実施
（毎週土曜日）

時間外労働規制実施
（法適用）

ステップ１

ステップ２

ステップ３

＜ポイント＞
・この取組を成功させるには、ICT施工・BIM/CIMの普及など、建設現場での省人化・効率化の取組
をあわせて進めることが必要です。

7月～（国・県・政令
市で先行して実施）

令和６年度以降も継続
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